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整え、本社にCOHSMSの担当職員を配置した。　
　次に、本社より、先行して COHSMS の認
定を受けた東京本店、大阪本店、名古屋支店
には、全店一括認定時の COHSMS の内容が
異なる点を説明し、北海道支店、東北支店、
広島支店、九州支店は、COHSMS は初めて
なので、COHSMS 取得のメリット、追加で
作成する書類等の説明会を行った。それと同
時に COHSMS の取組みが初めての作業所に
は、直接、作業所に出向き、COHSMS 導入
時教育を行った。
　その後、各本支店で、P-D-C-A のマネジメ
ントサイクルを 1 年間回し、全店一括認定に
向けた準備を進め、2024 年 4 月、全店一括
認定を受けることができた（写真－1）。

4.COHSMS の社内浸透への取組み
　安全衛生にかかる費用はコストではなく、
投資であるという考えの下、COHSMS の社
内での認知度の向上、メリット等を社員に
知ってもらうために、教育を大切にしてい
くことにした。そのため、以下の取組みを
おこなった。

1. はじめに（当社の紹介）
　当社は、東京都江東区に本社を置く竹中グ
ループの建設会社で、土木専業の総合建設業

（ゼネコン）である。竹中工務店はビルやス
タジアムの建設といったいわゆる建築の分野
に特化しており、竹中土木はダムやトンネル、
橋、土地造成といった土木の分野の建設事業
を行っている。

2. この論文のテーマ
　この論文では、以下の内容について述べる。

①竹中土木 COHSMS 認定への挑戦
② COHSMS の社内浸透への取組み
③ COHSMS の活用法
④今後の課題

3. 竹中土木 COHSMS 認定への挑戦
　当社では、安全衛生については、以前より、
OHSMS を運用しており、災害防止を図って
きた。しかし、安全衛生成績の頭打ちが問題
となり、建設業に特化した COHSMS の運用
を模索していた。当初は、全店一括認定を目
指したが、COHSMS を運用するマンパワー
が不足していたこと、各本支店内で独自の安
全衛生システムが展開されていたことを踏ま
え、全店一括認定はハードルが高いと判断
し、まずは、2022 年の東京本店の認証を受
け、COHSMS の社内浸透を図った。その後、
2023 年には大阪本店、名古屋支店と個別認
定を増やすことができた。
　東京、大阪、名古屋の 3 本支店の認証を受
け、社内の COHSMS の認知度、重要度を高
めた結果、全店認証に向けての気運が高まっ
た。そのため、本社安全品質環境部の体制を

写真－ 1　全店一括認定式の様子
　　　　　（左 建災防 井上専務理事
　　　　  　右（株）竹中土木 竹中社長）

株式会社竹中土木
技術・生産本部　安全品質環境部　課長 中澤　慎近

竹中土木 COHSMS 全店一括認定への挑戦
－COHSMSの社内浸透への取組み及び活用法－



（1）COHSMS 導入時講習
　COHSMS に興味を持ってもらうために、
COHSMS とは何か ? から COHSMS を導入
することでのメリットを説明した。パワー
ポイントで説明資料を作成し、各支店及び
各現場を回り、COHSMS 普及活動を行った

（写真－2）。

 （2）COHSMS 内部システム監査員養成講習
　COHSMS の社内帳票や社内監査チェック
リストを実際に社内ポータルからダウンロー
ドするところから、その帳票の作成の仕方ま
でをパソコンを用いて実演し、教育を行った。
　この講習の修了者には、「COHSMS 内部シ
ステム監査員養成講習修了証」を講師より一
人ずつ手渡しで渡し、COHSMS 内部システ
ム監査員になることを自覚してもらった。そ
して、社内での COHSMS の浸透を図った（図
－1）。

 

（3）化学物質の自律的管理への対応
　2024 年 4 月に COHSMS の全店一括認定を
受け、同時期から始まった化学物質の自律的
管理における化学物質管理責任者、保護具着
用管理責任者講習を自社で講習できるような
体制を整えた。各本支店、作業所単位で自社
の職員が講師となり、出張講座を開催した。
　なお、COHSMS においても化学物質の自
律的管理は、喫緊の課題であるため、計画・
実行した。
　2025 年 1 月現在、化学物質管理者につい
ては、1 講習 4 名、保護具着用管理責任者に
ついては、10 講習、120 名の講習修了者を輩
出した。今後も講習を行い、技術系社員の全
員に化学物質管理者、保護具着用管理責任者
講習を受講してもらう予定である。また、こ
れらの講習においては、安全衛生の優先順位

（本質的対策、工学的対策、管理的対策、保
護具の使用）や建災防のリスク管理マニュア
ルの使い方の説明も行い、COHSMS と、化
学物質の自律的管理が両輪で進んでいくよ
う、講習内容の工夫を行った。また、修了証は、
社員に進んで講習を受けてもらうよう、親し
みやすいデザインとした（写真－3,図－2,3）。

写真－3　保護具着用管理責任者講習状況
　　　　　（当社 大阪本店にて）

写真－ 2　COHSMS 導入時講習状況
　　　　　（当社 東京本店にて）

図－2　化学物質管理者講習修了証

図－1　COHSMS 内部システム監査員養成講習修了証



表を貼り付け、クリックすると社員であれば、
誰でも閲覧・印字できるようにした。

②各種講習での CPD ポイントの取得
　先ほど述べた、COHSMS 導入時講習、COHS
MS 内部システム監査員養成講習、化学物質
管理者講習、保護具着用管理責任者講習は、
当社では、CPD ポイント取得講座に指定した。
　当社の営業本部の協力の下、CPD 申請を行
い、経審の評価点を向上させ、各種工事の受
注機会を増やすのと同時に、技術系社員の安
全衛生に対する力量のアップを図った。

6. 今後の課題
　今後の課題として、以下のことが挙げられる。

（1）化学物質の管理体制
　化学物質の自律的管理では、化学物質管理
者、保護具着用管理者を事業場ごとに選任す
ることとされている。建設業においては、事
業場の定義がはっきりしておらず、会社全体
で選任するのか、本支店で選任するのか、現
場で選任するのかが定まっていない。そのた
め、竹中土木独自のルールとして、化学物質
管理者と保護具着用管理責任者の職務を鑑み
て、化学物質管理者は本支店での選任、保護
具着用管理責任者については、現場で選任す
るという管理体制とすることにした。今後も
両講習を社内で行い、資格保持者を増やして
いく必要がある。

（2）COHSMS 内部システム監査員の更新講習
　COHSMS 内部システム監査員養成講習を
行っていることは、先に述べた。修了証を渡
して終わりではなく、継続して更新講習等を
行っていく必要がある。修了証を渡してから
何年後に更新（レベルアップ）講習を行うか
を社内で検討しているところである。

（3）帳票の電子化
　当社の DX 推進室とも連携を行い、帳票の
電子化や AI を利用した書類の作成等を進め
ていく必要がある。

5.COHSMS の活用法
　ここでは、当社の COHSMS の活用法につ
いて述べる。

（1）社内ポータルの活用
　社内ポータルに COHSMS のマニュアル、帳
票を常時入れ、必要時には、いつでも帳票等
をダウンロードできるようにした。それによ
り、マニュアル、帳票が本社で一括管理する
ことができた。また、職員は、常に最新のマ
ニュアル、帳票が閲覧・使用できるようになり、
内部システム監査時に最新のマニュアルが用
意していなくても良くなった。その結果、マ
ニュアル類印字による作業時間の削減、マニュ
アル更新時の通牒の廃止、紙の使用量の削減
等の業務の効率化につながった（図－4）。

（2）営業部門との連携
①入札時の評価点の向上
　COHSMS は、入札時に、発注者の評価項
目の点数の向上を図ることができる。そのた
め、社内ポータルの COHSMS のコンテンツ
に、コスモス認定証、発注者の評価項目一覧

図－3　保護具着用管理責任者講習修了証

図－4　社内ポータルの COHSMS コンテンツ



7. 終わりに
　東京本店での COHSMS 認定の取得、その
取組みから数えると 4 年の歳月が経った。し
かし、全店一括認定を受けてからは、まだ
1 年も経っておらず、COHSMS については、
まだ経験不足である。今後も COHSMS のマ
ネジメントシステムを回しながら、3 年後の
更新審査に向けて、スパイラルアップをしな
がら、さまざまな取組みを行っていこうと思
う（了）。



1 のように基本的事項に該当する自社の活動
及び要求事項に関する現状と不足する事項を
整理するとマニュアルの作成に役に立つ。

　マニュアルを作成するに当たっては、建
災防から出版されている「< ニューコスモス
> 建設業労働安全衛生マネジメントシステム

（COHSMS）構築の手引き」及び「中小規模
建設事業場向けニューコスモス　コンパク
トコスモス運用の手引き」にマニュアルの
参考例が記載されているので参考にされた
い。マニュアル作成に当たり、上記のよう
な前段階の整理を行い、これを見ながらマ
ニュアルの参考例を自社に合うように修正
していくと比較的簡単にマニュアルを作成
することができる。

（2）帳票及び様式
　コスモスにおいて使用する帳票及び様式
は、できるだけ従来から使用しているものを
生かすことが重要である。従来から使用して
るものがコスモスの要求している事項に対し
て不足がある場合は、修正するなどしてでき

1. はじめに
　筆者は、建設企業勤務及びその後の建災防
勤務を通じて約 20 年間コスモスに関わって
きた。建設企業勤務中はコスモスの実施運用
を担当し、建災防勤務中から現在まで約 70
件のコスモス評価業務を行うとともに多くの
建設企業のコスモス導入に対してアドバイス
を行ってきた。
　これらの経験から見えたことは、担当者が
コスモスの導入に積極的であってもシステム
の浸透に苦労している姿や、一部の建設企業
においてはコスモスを導入したのち一時的に
は安全衛生水準が向上するものの、その後足
踏みが続くという姿であった。
　本論文は、これらの経験を通じて得た知見
を基に、筆者が考えるコスモス導入時及び実
施運用時におけるポイント及び留意点等につ
いて述べるものである。今後コスモスを導入
する建設企業及び導入したものの停滞気味の
建設企業において参考となれば幸いである。

2. コスモス導入におけるポイント
（1）マニュアルの作成
　コスモスガイドラインは、労働安全衛生法
令及び現在建設業界で実施されている安全衛
生管理の「やり方」を基に構築されている。
　したがって、安全衛生管理活動を適切に実
施している建設企業は、コスモス導入の有無
にかかわらずコスモスガイドラインの要求事
項をほぼ満たしていると言って良い。
　マニュアルを作成するに当たっては、コス
モスガイドラインの基本的事項ごとに、対応
する自社の安全衛生管理活動を整理すること
から始めると良い。一つの方法として、表－

表－1　基本的事項と自社の活動の整理

COHSMS 評価者 菅原　　博

コスモス導入及び実施運用のポイント
－建設事業場の安全衛生水準の向上のために－



るだけ同じものを継続的に使用できるように
することが良い。また、1 枚の帳票または様
式でできるだけ多くの事項が記載できるよう
にすることで書類を減らすなどの工夫をする
ことも重要である。

（3）システム教育
　コスモスを導入するに当たっては、社員に
対してシステム教育を実施することが必要で
ある。導入当初のシステム教育としては、コ
スモス導入の必要性について社員の理解と納
得を得ることが重要であり、自社のマニュア
ルに基づき、自社ではどのようにコスモスを
実施運用するのかを理解させることが重要で
ある。
　システム教育は繰り返し実施することが必
要であるが、コスモス導入当初においては集
合教育を実施したのちは作業所の巡回時等に
個別に指導を行うことにより効果を上げるこ
とができる。繰り返し丁寧な指導を行うこと
が、早期のコスモス定着に繋がることを考慮
すべきである。

3. コスモス実施運用におけるポイント
（1）従来の安全衛生管理活動とコスモスの
　　  実施運用
　前述したように、コスモスガイドラインは
建設業界において従来から実施されている安
全衛生管理活動の「やり方」を基に構築され
ている。したがって、コスモスを導入しても
安全衛生管理活動そのものが変わるわけでは
ない。
　コスモスを実施運用する際に、システムを
強調しすぎると従来の安全衛生管理活動とコ
スモスの 2 本立ての活動となりかねず、次第
にシステムが形骸化することには注意を要す
る。コスモスは、従来の安全衛生管理活動の
中に溶け込ませて実施運用することが重要で
あり、従来通りの安全衛生管理活動を行って
いたらコスモスも実施運用できていたという
状態が理想的である。この点については、各
社なりの創意工夫が必要である。

（2）PDCA サイクルにおける C 及び A
　コスモスを導入している全ての建設事業
場において PDCA サイクルは回っているも
のの、本来の形で適切に行われているかと
言えば、必ずしもそうとは言えないのが現
実である。
　P 及び D については問題なく実施されてい
るが、C 及び A については踏み込みが足り
ない。例えば、日常的な点検において、安全
衛生計画におけるある事項が実施できていな
い場合、「次の四半期において実施する」と
いう A となることが多いが、なぜできなかっ
たかという原因究明が不十分であれば、次の
四半期においても実施できない可能性が大き
い。また、計画事項が計画通りに実施されて
いた場合においても、実施されたことによる
効果について主観的な印象でも良いので分析
が必要である。
　C の実施において、不都合が生じた場合の
原因分析と実施事項の実施効果に関する分析
を適切に行ってこそ、本来の C 及び A が実
施できる。このような PDCA サイクルの実
施により、システムのレベルアップ即ち安全
衛生水準の向上を達成することができる。

（3）PDCA サイクル各要素の繋がり
　PDCA サイクルを回すうえで十分に考慮す
べき事項は、PDCA サイクルの各要素の繋が
りということである。これを具体的に言えば、
リスクアセスメントにより当該事業場に潜在
する大きなリスク及び実施すべきリスク低減
策が明らかとなるが、ここで明らかにされた
大きなリスクを対象に安全衛生目標または工
事安全衛生目標が設定されることになる。設
定された目標を達成するために実施する具体
的な計画が安全衛生計画または工事安全衛生
計画である。さらに、本計画を実施する中で、
計画事項の実施状況及び目標の達成状況を定
期的な日常的な点検で点検がなされ、問題が
あれば改善されることとなる。　
　このように関連性がないと、日常的な点検
により明らかになった問題に対して、改善
自体が適切なものにならない可能性が高い。
PDCA サイクルの実施においては、各要素の



るシステム教育を継続して実施するために
は、次のような方法が良いのではないかと考
える。
　①各年度の安全衛生目標及び安全衛生計画
について、その根拠や考え方及び具体的な実
施事項を説明する。
　②システム監査において指摘された不具合
とその原因及び改善策に関して説明する。
　このような内容で実施すれば毎年 1 回は教
育が可能であり、教育時間も 1 時間程度で実
施でき、マンネリ化に陥ることもない。

（6）システム監査
　システム監査は、システムが適切に実施運
用されているか、自社のシステムがレベル
アップし安全衛生水準が向上しているかを
チェックするものであり、システムを実施運
用するうえで重要な機能を持っている。
　多くの建設事業場のシステム監査結果を見
ると、「特に問題はない」という結果が多く
見られ、システムが有効に機能しているかに
ついて疑問を持たざるを得ない。これはシス
テム監査者の力量からくる問題であり、シス
テム監査者の力量を向上させない限り「特に
問題はない」状況が続き、いずれシステムが
形骸化していくこととなる。
　システム監査者の力量向上のためには、シ
ステム監査者自身がシステム導入の目的を理
解するとともに、システムに対する理解を深
め自社のマニュアルに精通しなければならな
い。また、一定程度の力量を有するシステム
監査員とペアで監査を行い、OJT により力量
の向上を図ることや、システム監査実施後に
監査員が集まり当該年度に実施した監査につ
いて意見交換を行う等の勉強会を行うことも
有効である。

（7）人材育成
　システムを浸透させ、システムのレベル
アップを図り、安全衛生水準の向上を図るた
めには、システム担当者が果たす役割が大き
い。システム導入後、システム担当者は一定
期間を置いて順次交代していくわけである
が、計画的に引き継ぎが行われる必要がある。

関連性について十分に考慮すべきである。

（4）目標設定の考え方
　安全衛生目標または工事安全衛生目標を設
定する際に、「労働災害ゼロ」というような
目標を設定しがちであるが、このような目標
はシステムで言う目標というよりも、安全衛
生方針的なものと考えるべきである。
　安全衛生目標または工事安全衛生目標は、
具体的な数値目標として設定されることが望
ましい。例えば一つの例として、安全衛生パ
トロールにおける指摘件数を用いた目標の設
定として図－1 の例がある。

　このような考え方で目標を設定すれば、計
画にはリスクアセスメントからのリスク低減
策を組み込むことになり、計画も作成しやす
くなる。
　安全衛生目標または工事安全衛生目標は、
大きな目標は必要ないのである。リスクアセ
スメントの結果から絞り込んだ具体的な目標
を設定することで、計画も具体的で絞り込ん
だものとなり、小さな成功体験を積み重ねる
ことにより建設事業場の安全衛生水準は向上
していくものと考えられる。

（5）システム教育
　システムを導入した事業場は、導入当初は
積極的にシステム教育を実施しているが、次
第に頻度が減少し、やがて行われなくなる傾
向にある。その理由としては、いつも同じ教
材を用いることでマンネリ化してしまうこと
にあるようである。社員や各級管理者に対す

図－1　目標設定の考え方例



　中小規模の建設企業においては、この交代
が非常に短期間で行われることが多く、この
ような企業においては一時的に安全衛生水準
が低下し、暫く発生していなかった災害が発
生するなど、以前の状況に戻すために何年か
掛かることも珍しくない。
　この問題はシステム担当者の問題というよ
りも、経営者の問題である。建設企業におい
ては、人材不足等が原因で安全衛生担当者の
人材育成が後手に回る傾向がある。労働災害
を防止し安全衛生水準を向上させるために
は、安全衛生担当者の計画的な人材育成と引
継ぎが欠かせないと考えるべきである。

4. コスモス導入及び認定取得の効果
　コスモス認定における実地調査では、認定
企業の経営者に対して面談を行い、コスモス
導入の狙いや求める効果等についてヒアリン
グを行っている。この面談において経営者か
ら聞かれたコスモス導入のメリット等につい
て以下に記す。

（1）第三者による安全衛生管理活動の評価
　建設企業において、自社の安全衛生管理活
動の「仕組み」について、第三者から評価を
受けるということは皆無に等しい。コスモス
認定においては、認定企業における安全衛生
管理活動についてコスモス認定基準に照らし
て評価するとともに、安全衛生水準向上を目
的として多くのアドバイスを行っている。認
定企業の経営者から見ると、この評価及びア
ドバイスを受けることを貴重な機会と捉えて
おり、コスモス認定を受けて良かったという
声が多く聞かれている。

（2）安全衛生管理活動の全社的統一と
       「見える化」
　近年多くの建設企業においては、安全衛生
管理活動の基本的な「やり方」は概ね統一さ
れていると言っても良いが、作業所レベルに
おいては担当する所長の個人的な裁量に任さ
れていることが多い。システムの導入は、マ
ニュアルの作成により安全衛生管理活動の

「やり方」が全社で統一されるとともに、文

書化されることにより安全衛生管理活動が
「見える化」されることになる。この「見え
る化」が安全衛生管理活動の理解に寄与して
おり、経営者から見ても安全衛生管理が分か
り易くなったという評価を受けている。

（3）社員の意識の変化
　実地調査における経営者の面談で良く聞か
れることは、コスモスの導入により社員の意
識が変わったということであった。経営者が
コスモスの導入を宣言し、担当者や社員が導
入の準備を進めることを通じて、社員が再度
安全衛生管理を考える契機となり、災害防止
に対する意識を高めることに繋がっているも
のと考えられる。
　一方で、人間の意識は次第に変化してい
くもので、コスモスの導入により良い方向
に変化した意識を、どのように維持してい
くかについては常に考えなければならない
ことである。

5. おわりに
　コスモスの導入は、建設企業の全社員が安
全衛生との関りを見直すとともに、より身近
な問題として捉える良い機会である。このよ
うな機会をとらえ、更なるシステムの浸透や
レベルアップを図りたいものである。
　システムを浸透させレベルアップを図るた
めには、第三者のアドバイスや支援を活用す
ることが良い。そのためには、コスモス評価
者やコスモスセンターを活用することが考え
られる。特に、システムの導入に際しては、
コスモスセンターの無料相談や有料支援サー
ビスを積極的に活用することが良い。
　これから導入を検討するまたはすでに認定
を取得した建設企業が、コスモスセンターや
評価者と積極的なコミュニケーションを取る
ことは、コスモスに対する理解が深まるとと
もにコスモスの普及にも繋がるものと考えら
れる。今後も多くの建設企業がコスモスを導
入するとともに積極的な活用を行い、建設業
界全体の安全衛生水準が向上することを期待
したい。



2. 当社の COHSMS スタート
（1）建設事業部の先行取組み
　公共工事をメインとして取扱い、工事売上
比率の高い建設事業部が先行して、2018年
労働安全衛生のマネジメントシステム導入へ
動きだしました。公共工事の入札時における
安全衛生管理能力の証明として必要であった
こと、中災防の OHSASが当時は ISO45001
への移行段階であったこと、建災防の
COHSMSが建設業に特化していたことから、
当社の事情に合った労働安全衛生マネジメン
トシステム構築には、建災防の COHSMSが
適切と判断し、認定取得に向けて動くことを
決定しました。
　当社の労働安全衛生マネジメントシステム
（以下、「KFCコスモス」という）は、建設
事業部先行の取組みとして、2019年夏ごろ
から本格的に始動しました。

（2）KFC コスモスの構築
　構築作業は、店社側及び作業所側から社員
を選抜し、KFCコスモス構築委員とし、建
災防の構築・認定及び内部システム監査研修
を受講し、コスモスを正しく理解することか
らはじめ、当社の組織に合ったシステム構築
に心がけて進めました。その中で、作業所の
枠組みとして、建設事業部は、請負体制とし
て公共工事を発注者より直接受注する元請工
事（a）と、小規模の下請工事（b）があるこ
とから、（a）を元請作業所、（b）を下請工事
をまとめて群管理として扱う常設作業所に分
類することにしました。また、建設事業部と
いう 1事業部の中に、社員の健康診断やメン
タルヘルスの管理を行う総務部及び協力会社

1. 当社について
　株式会社ケー・エフ・シーは、1965年創業
のアンカーボルトの販売、資材メーカーとし
てスタートした会社です。現在、「ファスナー」
「土木資材」「建設」の 3事業部を中心に営業
活動を展開しており、「ファスナー事業部」
では、アンカーの資材開発・販売・施工。ま
た、耐震補強工事の開発・施工を行っていま
す。「土木資材事業部」では、NATMに欠か
せない各種ロックボルト及び防水シート・ウ
レタン注入材等の開発・販売を、豊富な知識
と経験で、情報提供と技術提案を行っていま
す。「建設事業部」では、トンネル施設設備
設置工事・遮音壁設置等環境整備工事・トン
ネル及び橋梁等コンクリート構造物の補修・
補強のリニューアル工事を独自開発した工法
を活用して、公共工事中心に行っています。
　各事業部ともに工事、販売を行い、社会イ
ンフラの整備・更新を通じて、「当たり前の
日常が、当たり前に続くために」事業を行っ
ています。 

写真－1　事業部ごとの売上比率
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の評価をする購買部、会社の安全衛生全般を
管理する安全管理室といった部門が存在しな
いため、本社管理部門をシステム体制に加え
た組織体制を構築しました。また、社員に対
するシステム教育の時期がコロナ禍とも重っ
たため、東京・大阪をWEB会議と対面を併
用して、建設事業部全員参加の教育として実
施しました。
　こうして、2020年 12月「建設事業部の工
事に限る」という形で「建設事業部単独」に
て COHSMS認定を取得しました。

（3）KFC コスモスの効果
　こうして建設事業部単独で始まった KFC
コスモスは、システムを廻す毎に事業部全体
の安全衛生意識を、大きく変えるきっかけと
なりました。工事担当者は、COHSMSの先
取り安全の考え方が徐々に浸透して、安全衛
生への意識が高くなり、積極的に安全衛生活
動を取り組めるようになりました。店社側社
員は、システムの安全衛生教育により現場と
の意識の差が縮まり、現場の安全衛生管理が
理解できるようになりました。現場と店社双
方の意識が変化したことで、建設事業部全体
の安全衛生感覚が良い方向に変化する効果が
起きました。このような建設事業部の変化を
見て、社長より「ファスナー事業部、土木資
材事業部も COHSMS認定の取得に向けて取
り組むこと」と号令がかかり、2022年 4月、
それまで本社総務部の 1部署であった安全管
理室を、社長直轄の安全統括部とし、その主
導のもと全社拡大認定取得作業が動きはじめ
ました。

3. 全社版 KFC コスモスへの取組み
　社長より『工事に係る労働者の安全と健康
を守ることは、経営の最重要課題の一つと捉
え、安全衛生管理を徹底し災害ゼロを目指す』
との安全衛生方針を示し、更新と同時に対象
部門を拡大して運用する「全社版 KFCコス
モス」へ移行する取組みを開始しました。

図－1　KFCコスモス体系図（建設事業部単独取得時）

図－2　全社版システム構築スケジュール



ら店社と作業所を区分けしました。土木資材
事業部は、販売の流れで工事を請け負うこと
があり、工事部門が明確ではなく、組織の見
直しを行い対処しました。

（2）拡大認定と更新審査の同時進行
　先行取得している建設事業部の 1回目の更
新が2023年12月にあり、それに合わせてファ
スナー事業部・土木資材事業部の拡大認定時
期を設定することで、次年度以降の手続きの
集約を目指しました。そのため、マニュアル
の改訂～システム教育～システムの試験運用
～システム監査～見直し～審査 に至る一連
のスケジュールが、かなりタイトになるなか
で作業を進めました。

（3）システム教育の強化
　全社版 KFCコスモスの構築にあたり、経
験の無いファスナー、土木資材の事業部員が
システムの仕組みをより深く理解するため、
講習会を幾度も行い、COHSMS の仕組みを
理解する機会を設けました。また、KFCコ
スモスマニュアルの教育にも時間をかけて行
いました。これらは、既に運用している建設
事業部より「仕組みを理解していないと取得
のみに終わり、運営・改良することも出来な
い」という意見があり、その意見も反映して
実施しました。

（1）3 事業部共通のマニュアル
当社は事業部制であることから、事業部ごと
に、営業形態に合わせ異なった組織となって
います。これを安全衛生管理においては、3
事業部「共通のシステム体制」、「共通のマニュ
アル」とするために、下記の事項を話し合い
ながら決めて、作業を進めました。
① 安全衛生方針は、社長が表明し、3事業
部共通。　

② リスクアセスメントは、3事業部で取扱
う工種が違うため、各事業部で実施。

③ リスクアセスメント結果から安全衛生
目標を各事業部で設定。

④ 安全衛生計画は、各事業部で作成する
が、安全統括部主幹の項目については、
3事業部で共通。

⑤ 拡大認定の対象のファスナー事業部及
び土木資材事業部の取扱う工事は、工
期が短く、大半が下請工事のため、建
設事業部が採用している群管理の常設
作業所と分類する形式を採用。

⑥ 先行取得の建設事業部同様に事務局を
設置し、事業部間の情報を共有。

　他にも、異なる組織の 3事業部が「共通の
マニュアル」で管理するための体制整備に苦
労しました。ファスナー事業部は、全国 9拠
点に規模の違う組織を抱えており、店社と作
業所の分け目をどのようにすべきか議論する
中で、拠点の規模に関わらず、実務の流れか

図－3　KFCコスモス体系図（全社版）



（4）運営状況の見える化
　各事業部の安全衛生会議は、試験運用期間
中において、安全統括部、他の事業部も会議
が視聴できるようにWEB併用で公開しなが
ら行いました。また、管理帳票を、社内共用
フォルダーで管理し、安全衛生計画の進捗や
議事録等のエビデンスを、関係者がいつでも
確認できるようにし、安全統括部からの指導
や、他の事業部の状況が「見えて気づける」
環境で行いました。

（5）システム監査員の教育
　システムを正常に回すためには、システム
の稼働状況及びマニュアルの改善事項を見つ
けることが重要と捉え、システム監査員の教
育に重点を置いて実施しました。監査員は、
当該所属外の事業部の監査を行うため、「監
査自体を COHSMSの学習の場」とし、先
行取得している建設事業部の監査員による
WEB公開模擬監査を行い、初めて監査を行
う監査員も、監査を初めて受ける被監査部門
に対しても判り易く監査手法の伝達を行いま
した。

（6）システム監査の環境
　システム監査で本音を言える場になるよう
に、また、形骸化しないようにできる限り対
面監査を実施し、現場の声を聴ける場となる
よう心がけて実施しました。

（7）パトロール活用による水平展開
　試験運用中の社長・役員パトロール及び店
社（事業部）パトロール等を活用し、協力会
社も含めた合同パトロールの実施より、他事
業部の現場状況の把握、自部署の現場へ学び
得たものを水平展開する機会と捉え、安全パ
トロールを活用しました。

（8）認定取得
　建設事業部単独の認定から、その後の運用
経験を活かして取得に取組んだ結果、2023
年 12月、拡大及び更新認定を取得しました。

4. 今後の課題
　「全社版」として認定後 1年が経過しまし
たが、システムを運用する中で構築時には気
づけなかった不備や分かり難さ、運用し辛さ、
管理帳票の改善の必要性、また、工事担当者
の意識の向上に伴い、システム監査員の更な
るレベルアップも必要になるなど、課題が見
えてきました。
　この課題解決のため、現場の創意工夫や店
社の提案を活かし、現場・店社が一体となっ
てシステムをスパイラルアップしていき『工
事に係る労働者の安全と健康を守る』KFC
コスモスを改善していきます。そして、「当
たり前の日常が当たり前に続くために」災害
ゼロを目指して、邁進していきます。

写真－2　システム教育の実施（WEB併用）

写真－3　WEB併用公開模擬監査状況

写真－4　パトロール状況



修」を受講したことも大きな要因となった。
翌年、令和 4 年（2022 年）の創業 70 周年を
機会に、経営者の強い思いを受け、コスモス
認定取得に挑戦した。
　弊社では、コスモス認定取得に挑戦する以
前から積極的に安全衛生活動を行っていたこ
ともあり、これまで実施していたことをシス
テム化し、コスモス認定基準に適合させるこ
とで、令和 5 年（2023 年）3 月 28 日に栃木
県内 2 例目、設備工事業者としては栃木県内
初のコスモス認定建設事業場になることがで
きた（図－1）。

1. はじめに
　労働災害の発生状況をみると、中小規模事
業場の労働災害防止の取り組みは、大規模事
業場と比べて必ずしも十分とは言えない状況
にある。弊社が県内業界に先駆けてコンパク
トコスモスのシステム運用を決めた背景に
は、経営者の「社員の安全を守り、若い人に
とって魅力ある会社にしたい」という強い思
いがあったからである。
　令和 5 年 3 月の認定取得からこれまでのシ
ステム運用と合わせた、弊社の取り組みを報
告する。

2. コスモス導入の経緯
　弊社は、昭和 27 年（1952 年）1 月に栃木
県宇都宮市にて創業し、令和 4 年（2022 年）
1 月に創業 70 周年を迎えた。栃木県内を中
心に、主に給排水・空気調和・換気設備など
の施工を行い、公共工事では多くの表彰も頂
いている。
　社是である「誠実と積極性で信頼される企
業へ」を基軸とし、社員の技術・技能と資質
向上に取り組み、お客様と社員が生涯を託せ
る企業づくりを行っている。
　安全衛生についても、「社員は財なり」の
思いを持ち、健康で安全な業務環境を構築す
るために、労働災害ゼロの明るい未来に繋が
る労働安全衛生マネジメントシステムの運用
を目標としている。コスモスに関して以前か
ら興味を抱いていたのは、取引企業がコスモ
ス認定を取得していることや、栃木県支部の
会員情報もあったからである。令和 3 年（2021
年）に開催された栃木県支部主催の「中小規
模建設事業場向けコンパクトコスモス構築研

図－1　コスモス認定証

株式会社田中工業
工事部　サブリーダー 小口　　恵

中小規模の強みを活かした安全衛生の取り組み
－社員を守り魅力ある会社へ－



3. 中小規模ならではの安全衛生活動
　弊社は社員数 40 名程度の中小規模建設事
業場だが、少人数だからこそ社員とのコミュ
ニケーションが取りやすいという利点もあ
る。本来、安全衛生活動は、上からの一方的
な指示でやるのではなく、全社員が高い安全
意識を持ち、一丸となって取り組まなければ
意味を持たない。このことから弊社では、社
員とのコミュニケーションや情報共有に力を
入れ、それを協力会社にも水平展開すること
で災害防止を図っている。
　その中から、実施している安全衛生活動を
いくつか記載する。

（1） 社員の意見聴取による日々改善
　毎月開催される安全衛生委員会の委員は、
安全衛生推進者をはじめ、若手の現場管理者
や直営施工班長などで構成され、それぞれ異
なる立場から、従来のやり方や固定観念にと
らわれない「不易流行」の考え方を基本に意
見を求め、日々改善に取り組んでいる（写真
－1）。なお、安全衛生委員会の開催はオンラ
イン会議とし、会社で貸与しているスマート
フォンやタブレット端末によって、現場から
も全員が出席できるように業務改善を図って
いる。

（2） 安全衛生協議会による安全意識高揚
　上記（1）の安全衛生委員会の議事録は、
社内の IT 化として利用しているビジネス
チャットアプリ「LINE WORKS」の掲示板
へ掲載すると共に、全社員が出席する毎月末
開催の安全衛生協議会にて安全衛生推進者が

改めて議事を伝達することにより、全社員へ
漏れなく周知を行っている（写真－2）。
　この安全衛生協議会を社員の安全への理解
と意識向上の機会と捉え、議事伝達のほかに
も、安全衛生に関する社員からの意見聴取や
情報提供の場として有効活用している。説明
する側が一方的に話すのではなく、出席者に
意見を求めるなど参加型の会議体にすること
で、出席者の会議に臨む姿勢に緊張感と真剣
さが生まれている。

（3） 女性目線による安全パトロール
　令和 7 年（2025 年）1 月現在、弊社には女
性社員 7 名（事務職 3 名・技術職 4 名）が在
籍しており、安全パトロールにも積極的に参
加をしている（写真－3,4）。
　女性ならではの細やかな感性と目線で安
全面・衛生面のチェックを行い、現場に従
事する全ての人にとって安全で快適な現場
となるように努めている。また、安全パト
ロールの結果は、安全衛生委員会議事録と
同様に LINE WORKS の掲示板にて全社員に
周知をしている。なお、弊社の女性社員は
後方支援部隊とも呼ばれ、現場管理者の負
担となる事務作業をオフィスからサポート
することにより、現場管理者の労働時間の
改善を図っている。

写真－1　安全衛生委員会

写真－2　安全衛生協議会



止対策の意見・提案を聴取し、同様の作業を
行う際のルールを決定するなど、社員からの
貴重な情報源を有効に活用できている（図－
2）。

　なお、全 40 回のヒヤリハット集計結果を
みると、発生原因として「確認が不足してい
た」「よく見えなかった」「よく考えずに行動
してしまった」などのヒューマンエラー（うっ
かり・ぼんやり・思い込み）によるものが多
い傾向にあった。

（5） 若手世代への知識・技術の伝承
　コスモス導入を決めた目的の一つに、「若
い世代への伝承」という課題がある。知識や
技術をきちんと後進に伝えていかなければ、
今まで築いてきた会社の評判もすぐに落ちる
ことになる。このことから、安全についても
システム化することが伝承させる手段の一つ
と考え、コスモス導入を決めた。ただし、シ
ステム化がされたとしても、伝承には人対人
のコミュニケーションや対話が必要不可欠で
ある。特に、デジタル化が進む現代において、
若い世代からはアナログだと言われ兼ねない
が、やはり、「相手に伝える・相手に伝わっ
ているか」の確認の手段としては、相手と直
接面と向かって対話することが最も有効であ
る。デジタル化が進んで便利な面もたくさん
あるが、デジタルとアナログの上手な使い分
けは必要に思う。
　そのような考えのもと、弊社では知識・技
術の伝承を目的として、経験豊富な先輩社員
による若手社員への教育を実施しており、こ

（4） ヒヤリハット体験の共有と活用
　“ヒヤリ”としたり、“ハッ”としたりした
…いわゆるヒヤリハットは、日々の業務にお
いて誰もが体験することだが、共有すること
で災害防止に大きな効力となる。
　弊社では、そのような社員のヒヤリハット
体験が危険を回避するための貴重な情報源で
あると考え、平成 17 年（2005 年）から毎年
2 回（2 月・9 月）のヒヤリハット体験報告
を実施しており、現在までに 40 回で 1158 件
の報告書が提出されている。34 回目からは
建災防方式「新ヒヤリハット報告」を活用し、
単純な体験報告ではなく、ヒヤリハットに隠
された背後要因や強化が必要なレジリエンス
能力（事故・災害にいたる前に回避できる能
力）を知ることにより、組織的に危険回避の
レベルアップが図れている。また、取り纏め
た集計結果は安全衛生協議会で毎回報告する
と共に、提出された報告の中から数件を安全
教育の題材として取り上げ、社員から災害防

写真－4　安全パトロール

図－2　報告からの安全教育題材

写真－3　女性社員



れには安全に関する内容も含まれている。マ
ンツーマン、あるいは同世代だけの少人数で
行うことで、若手社員は質問しやすく、また
先輩社員は若手社員の理解度をきちんと把握
することができている（写真－5）。

（6） 協力会社への周知
　コスモス認定基準では、安全衛生方針、シ
ステム体制、安全衛生目標、安全衛生計画及
び計画実施に必要な事項について、「建設工
事従事者及びその他の関係者並びに店社の労
働者に周知されていること。」となっている。
　これらを周知するにあたり、店社の労働者
に対しては、「安全衛生委員会・協議会」や「社
内掲示」など、周知する方法は多彩にできる。
　一方で、協力会社への周知をどのように行
うかが問題であった。例えば、社で協力会が
組織されているのであれば、安全衛生大会な
どの協力会社が集まる機会に周知することも
可能である。しかし、中小規模建設事業場に
おいては、安全衛生大会を開催するような協
力会を組織している企業は少なく、弊社にお
いても協力会は組織されていない。
　その対策として、弊社では毎年、新年度を
迎えた 5 月にメールまたは郵送にて資料を各
協力会社へ配布し、きちんと受領されたこと
を確認するために協力会社から受領書を返送
して頂く方法により周知を図っている。

4. おわりに
　今回、報告した通り、弊社のような中小規
模建設事業場であってもコスモス認定基準に
適合させることは十分可能である。新たなシ

ステムを導入すると書類作成などの負担が増
えるため、現場からはマイナスのイメージを
持たれるが、従来のシステムや IT 技術を上
手に活用すれば負担軽減を図ることができ
る。弊社においても、以前より運用している
ISO にコスモスのシステムを追加させたり、
LINE WORKS を有効活用したりすることで、
できる限り社員の負担にならないように工夫
している。コスモスに少しでも興味がある場
合には、ぜひ認定取得に挑戦してほしい。
　建設業界は今、「新 3K（給料・休暇・希望）」
の実現に向けてさまざまな取り組みが行われ
ているが、依然として「旧 3K（きつい・汚
い・危険）」のイメージを持つ人は少なくなく、
若年入職者が減少している状況にある。この
ような悪いイメージを払拭するためには、社
員の安全と健康を最優先に考えた取り組みが
重要であり、そのような姿勢が建設業界に広
まることで、世間が持つ建設業のイメージを
良いものに変えていきたいと思う。また、弊
社がコスモス認定を取得できたことで、コス
モスが栃木県内へのさらなる普及に繋がるこ
とを願いたい。

写真－5　若手社員への教育



2. コスモスの取り組み経緯について
　当社は労働安全衛生法（第 28 条の 2）の
施行にともない 2009 年には協力会社に対し
て作業手順書の作成においてリスクアセスメ
ントを実施するよう講習会を開催しました。
　合わせて社内の安全衛生管理システムに
ついても労働安全衛生マネジメントシステ
ムに合致しているかの検証作業を開始しま
した。特に危険性・有害性の評価に関す
る規定を追加するなど整備を行いました。
2013 年に東京本店と名古屋支店がコスモス
の個別認定を取得した後、2014 年に本社で
一括認定を受けたことで社内の安全衛生管
理システムが労働安全衛生マネジメントシ
ステムと適合していることが確認されまし
たが、個別認定を受けた本支店以外の運用
状況の確認が必要でした。そのため本社の 3
年毎の更新審査の受審と合わせて、その間
の年度は 7 本支店の中から 1 所管を選んで
継続審査を受審しています。
　コスモスについては、役職員へのシステム
教育とシステム内部監査により定期的にシス
テムの運用状況を確認することでシステムの
浸透をはかっています。一括認定から 5 年後
にはすべての本支店での更新審査を受審。審
査結果として改善が望まれる事項について、
毎年是正を行いました。その中で日常的な点
検、改善の手順が明確でないなどの改善点を
複数回指摘されたことから、2017 年に月度
安全目標設定シートを設けました（図－2）。
　月度安全目標設定シートでは、各工事事務
所で毎月実施している安全衛生協議会におい
て、次月の危険性または有害性等の特定と評
価および低減対策のリスクアセスメントを行

1. はじめに
　鴻池組は 1871（明治 4）年に創業し、土木・
建築工事を中心に社会の発展の一翼を担って
きました。社是である「誠実、懇切、敏速」
に則り、これからも、ものづくりの技術と経
験を生かして人々が安心して暮らせる社会の
実現に取り組んでいきます。安全衛生方針と
して「人を守る」理念の下、「労働災害」及
び「公衆災害」の根絶と「心身の健康保持」
を GOAL にして目指します。具体的な取り
組みとして、1. 関係法令等の厳守、2.Team 
KONOIKE による工事事務所の「安全管理水
準の向上」と「心身の健康の保持増進および
快適職場の形成」、3.『鴻池組安全衛生マネ
ジメントシステム（KOHSMS）』の有効的運
用を行います。当社のコスモスの取り組みは、
2013 年に東京本店、名古屋支店の個別認定
から始まり 2014 年には本社において一括認
定を取得しました。約 10 年間の運用の中、
毎年の継続審査を経てシステムの有効性は向
上して現在に至っています。労働安全マネジ
メントを中心とした安全衛生管理の取り組み
を今後も継続していきます（図－1）。

図－1　当社ロゴマーク

株式会社 鴻池組　本社
安全環境部　部長 小川　孝二

鴻池組のコスモスの運用について
－コスモスを活用した社内の安全衛生管理システムの進化－



い月毎に安全目標を設定する書式です。危険
性または有害性等の特定は、元請や各協力会
社で実施する事項ですが、工事事務所の元請
職員・各職の事業主が集まる安全衛生協議会
は労働者の意見を反映させる場であり、現場
全体の安全目標を設定するのに適切であると
考えています。月度安全目標設定シートはこ
の安全目標と前月の低減対策の取り組み状況
の評価ができること。また着手時に設定した
工期の通期安全目標の達成度を確認できる
PDCA をまわすことができるシステムとしま
した。

　2018 年には更新審査の結果から労働安全
衛生の関係法令、社内規程・規則・要領など
の文章とコスモスの要求事項との関連を整理
することを目的として鴻池組労働安全衛生マ
ネジメントシステムの手引きを制定しまし
た。この手引きは本社・本支店の店内管理者
用の《本社・本支店版》と工事事務所職員用
の《工事事務所・作業所版》の 2 種類を作成
しました。この時に名称も変更し、COHSMS
に対して KONOIKE の K をとって KOHSMS
としました。（読みがどちらもコスモスなの
で「ローマ字が間違っていますよ」と社員か
ら指摘を受けたこともあります。）また鴻池
組労働安全衛生マネジメントシステムの手引
きと合わせて安全衛生および環境に関する計
画書として作成していた工事安全衛生・環
境管理計画書を改正しました。工事安全衛
生・環境管理計画書を作成することで鴻池組
労働安全衛生マネジメントシステムの手引き
の要求事項に適合するようにしました。シス

テムが一定程度、熟成したことで 2020 年以
降の更新審査においては改善が望まれる事
項にシステムに関する項目が減り、鴻池組
労働安全衛生マネジメントシステムの手引
きと社内の規程・規則との整合性に関する
事項や各級管理者の役割・権限等の不明瞭
な箇所を明確にするなど指摘内容が PDCA
をまわすシステムに関するものから P、D、
C、A の各項目の内容の改善に関する内容に
変ってきています。

3. 当社のコスモスの運用について
　工事の受注後、土木部、建築部では工事所
長を中心に工事担当者により、以下の流れで
システムが運用されます（図－3）。

図－3　KOHSMS の流れ

図－2　月度安全目標設定シート



よび工事担当者が作成した計画書を工事着手
時の社内の検討会議（工事基準打合せ）で審
議します。工事事務所においては、初回の工
事安全衛生・環境協議会で関係請負人にこの
計画を表明し、意見を求めるとともに店社の
初回の安全衛生・環境パトロールで現地の状
況の確認と合わせて計画内容の再確認後、承
認します。
　工事安全衛生・環境管理計画の実施につ
いては工事安全衛生・環境管理計画書のリ
スク評価で決定された危険性または有害性
等の低減対策を実施するために月度安全目
標設定シートを作成します。認定当初は、
工事の安全衛生目標の達成度を評価するた
め、工事工程表の工事内容に合った安全目
標の達成状況を月毎に設定・評価を行って
いましたが、施工条件や環境の変化により
工程が変更し、ずれることが多く活用でき
ていなかったことから月毎に安全衛生目標
の設定と実施・評価を行える書式を作成し
ました。結果、毎月の安全目標の設定と評
価および通期の安全目標の達成状況を評価
することで安全衛生管理のスパイラルアッ
プがはかれるようになりました。
　労働災害発生時は、災害・事故処理フロー
チャートを作成して発注者を含む関係機関
への連絡体制および災害調査の店社関係者
の参加による災害調査および反省会の実施
行います。
　年初には店社の安全衛生・環境管理計画
の提示に合わせて安全目標の見直しを実施
します。期中にはシステム内部監査を実施
することで PDCA がまわっていることを確
認します。
　各本支店は、安全衛生環境委員会の委員を
中心とした組織でそれぞれの環境条件を考慮
した安全衛生・環境管理計画の策定（P）お
よび計画の周知と実施（D）、安全衛生・環
境パトロールによる実施状況の確認、災害事
故発生時の調査結果の報告（CA）、四半期毎
の評価改善、システム内部監査（CA）の取
りまとめの実施および安全衛生・環境委員会
への報告・審議を行うことで PDCA をまわ
しています。

　工事所長は施工方法や品質管理の計画を行
う工事計画書を作成した結果から工事安全衛
生方針を決定し、工事安全衛生・環境管理計
画書を作成します。システム体制の決定後、
PDCA サイクル要素の内容を計画します。
　工事計画書の施工計画で明確になった工事
の契約条件や施工条件等の工事の特性および
工事において予想される危険性または有害性
等を調査・特定しリスクアセスメントを実施
し低減対策を計画・決定します（図－4）。

　次に労働者の心身の健康の保持推進及び
快適な職場環境を形成するための計画を実施
し、リスク評価および労働者の心身の健康の
保持推進及び快適な職場環境を形成する取り
組みの計画の結果から工事の安全衛生目標を
決定します。また工事の特性・設備・取扱う物・
自然条件を考慮して火災・ガス爆発・土砂崩
壊・自然災害や公衆災害が発生する可能性と
被害の大きさ等を事前に検討して緊急事態発
生の予防、被害の回避・緩和準備の決定およ
び避難訓練、設備等の点検確認を計画します。
　工事安全衛生・環境計画書を作成後、建設
工事従事者及び施工する工事に関する店社の
労働者の意見の反映を行うために工事所長お

図－4　管理計画書のリスク評価ページ



　本社においては全店統一の安全衛生・環境
管理計画の策定と周知・教育および災害事故
発生内容の水平展開、本支店のシステム運用
状況を監査で確認するとともにシステム・安
全衛生環境管理計画の見直しを検討・実施し
ています。

4. コスモスの導入効果・課題
　コスモスについては手引書の作成により、
システムの管理者の理解が進んできました。
　また月度安全目標設定シートにより、現場
での工事進捗に合った安全衛生目標の設定と
評価することで PDCA をまわすことおよび
工事着手時に設定した安全衛生目標の評価を
連動して行えるようになりました。今後の課
題として、危険性または有害性等の調査・特
定は、当社および建災防や厚労省等から入手
した過去の災害事例、臨検結果、安全衛生・
環境パトロール結果を中心に特定しています
が、ICT 等の技術革新の進む中、新しく導入
した工法の場合のリスクアセスメントにおい
ては、災害の発生を予測する力が重要になっ
てきます。また危険性または有害性等の特定
において、システム運用の慣れから低減対策
を決めてから危険性または有害性等を特定し
たりするなどの事例も見受けられることか
ら、危険性または有害性等の特定方法の確立
を進めて行く必要があると考えています。

5. おわりに
　SDGs への達成に向けて社会が変革してい
く中、安全衛生を管理することはゼネコンに
とって最重要事項であるとともに労働者の労
働環境の改善や働き方改革を合わせて進めて
いく必要があります。また環境においても地
球温暖化を防止するために世界全体で環境の
改善に向けた取り組みを行っている中、建設
資材の選定時に環境に適合していることの評
価や工事施工時の電力の発電や施工機械の稼
働による CO2 の削減および産業廃棄物の発
生量の削減が求められてきています。そう
いった厳しさの増す施工環境において適した
安全な施工方法を日々追求していかなければ
なりません。今後、AI などの DX の活用に

よる安全衛生管理が必要になってきますが、
コスモスにおける PDCA を中心としたシス
テムは変わることはないと考えています。当
社は、この時代の流れに合ったコスモスを中
心とした安全衛生管理を行っていきます。


